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規

則

災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
十
八
号

災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
八
年
東
京
都
規
則
第
百
三
十

六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二

一
の
部
大
工
の
項
中
「
二
七
、
六
〇
〇
円
」
を
「
二

八
、
八
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
部
左
官
の
項
中
「
二
九
、
五
〇
〇

円
」
を
「
三
〇
、
八
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
部
と
び
職
の
項
中
「
二

九
、
九
〇
〇
円
」
を
「
三
一
、
二
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
二
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
令
和
三
年
東
京
都
告
示
第
四
百
四
十
六
号
八
王

子
都
市
計
画
公
園
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

八
王
子
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

八
王
子
都
市
計
画
公
園
事
業
第
四
・
四
・

四
号
八
王
子
中
央
公
園

三

事
業
施
行
期
間

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月

三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
二
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
令
和
二
年
東
京
都
告
示
第
八
百
三
十
九
号
町
田

都
市
計
画
緑
地
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
五
日
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東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

町
田
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

町
田
都
市
計
画
緑
地
事
業
第
三
十
四
号
蓮

田
緑
地

三

事
業
施
行
期
間

令
和
二
年
六
月
十
二
日
か
ら
令
和
七
年
三

月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
二
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
令
和
元
年
東
京
都
告
示
第
七
百
七
十
二
号
多
摩

都
市
計
画
公
園
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

多
摩
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

多
摩
都
市
計
画
公
園
事
業
第
五
・
五
・
三

号
多
摩
中
央
公
園

三

事
業
施
行
期
間

平
成
三
十
年
八
月
十
七
日
か
ら
令
和
八
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
二
十
三
号

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
四
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
京
王
多
摩
川
駅
周
辺
地
区
土
地
区
画
整
理

事
業
の
施
行
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
住
所
及
び
氏
名

新
宿
区
新
宿
三
丁
目
一
番
二
十
四
号

京
王
電
鉄
株
式
会
社

二

事
業
施
行
期
間

令
和
六
年
三
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
十
年
十
二
月
三
十
一
日
ま

で
三

施
行
地
区

調
布
市
多
摩
川
四
丁
目
の
一
部

四

土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称

京
王
多
摩
川
駅
周
辺
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業

五

事
務
所
の
所
在
地

多
摩
市
関
戸
一
丁
目
九
番
地
一
内

六

施
行
認
可
の
年
月
日

令
和
六
年
三
月
二
十
五
日

七

事
業
年
度

毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

八

公
告
の
方
法

事
務
所
及
び
調
布
市
掲
示
場
に
掲
示
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
二
十
四
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
平
井
五
丁
目
駅
前
地
区
市
街
地
再
開
発

組
合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

平
井
五
丁
目
駅
前
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

平
成
三
十
年
十
一
月
十
四
日
か
ら
令
和
七
年
九
月
三
十
日
ま
で

三

施
行
地
区

江
戸
川
区
平
井
五
丁
目
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

江
戸
川
区
平
井
五
丁
目
十
番
十
二
号

平
成
三
十
年
十
一
月
十
四
日

五

定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
六
年
三
月
二
十
五
日

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
二
十
五
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
足
立
区
新
田
一

丁
目
地
内
）
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二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム
化
合

物
、
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
一
・
一－

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
一
・

二－

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
一
・
一

・
一－

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、
一
・
一
・
二－

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ

ン
、
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
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◉
東
京
都
告
示
第
三
百
二
十
六
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
五
年
東
京
都
告
示
第
千
二
十
七
号
に

よ
り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
荒
川
区
西
日
暮
里

二
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類

ふ
っ
素
及
び

そ
の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

四

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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◉
東
京
都
告
示
第
三
百
二
十
七
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
五
年
東
京
都
告
示
第
千
二
百
九
十
九

号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
板
橋
区
坂
下
一
丁

目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去



令和6年3月25日（月曜日）東 京 都 公 報（第18027号） ６
◉
東
京
都
告
示
第
三
百
二
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
三
月
二
十
五
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

芝
新
宿
王
子

二

変
更
の
区
間

港
区
白
金
二
丁
目
五
百
三
十
三
番
二
地
先
か
ら

同
区
白
金
六
丁
目
二
百
番
十
一
地
内
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り



（第18027号）東 京 都 公 報令和6年3月25日（月曜日）７
◉
東
京
都
告
示
第
三
百
二
十
九
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律

第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整

備
す
べ
き
道
路
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

都
道
町
田
調
布
線

二

指
定
す
る
区
間

稲
城
市
向
陽
台
二
丁
目
二
番
三
地
先
か
ら
同

市
大
字
東
長
沼
字
六
号
二
千
百
十
番
一
地
先

ま
で

三

指
定
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り



令和6年3月25日（月曜日）東 京 都 公 報（第18027号） ８
◉
東
京
都
告
示
第
三
百
三
十
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律

第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整

備
す
べ
き
道
路
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

都
道
町
田
調
布
線

二

指
定
す
る
区
間

多
摩
市
聖
ケ
丘
四
丁
目
二
十
二
番
地
先
か
ら

同
市
聖
ケ
丘
五
丁
目
一
番
地
先
ま
で

三

指
定
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り



（第18027号）東 京 都 公 報令和6年3月25日（月曜日）９
◉
東
京
都
告
示
第
三
百
三
十
一
号

河
川
区
域
の
変
更
に
よ
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法

施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
令
和
六
年
三
月
二
十
五
日
か
ら
起
算
し
て

二
週
間
東
京
都
建
設
局
河
川
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

河
川
の
名
称

荒
川
水
系
一
級
河
川
白
子
川

二

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日

令
和
六
年
三
月
二
十
五
日

三

廃
川
敷
地
等
の
位
置

板
橋
区
三
園
二
丁
目
千
三
百
十
一
番
二
地
先
か
ら
同
所
千
三
百

十
二
番
一
地
先
ま
で

四

廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量

別
図
表
示
の
と
お
り



令和6年3月25日（月曜日）東 京 都 公 報（第18027号） １０

告

示
（
教
）

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
告
示
第
九
号

東
京
都
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
五
十
一
年
東
京
都
条
例
第
二
十

五
号
）
第
四
条
、
第
二
十
六
条
及
び
第
三
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
東
京
都
指
定
有
形
文
化
財
等
の
指
定
を
行
う
。

令
和
六
年
三
月
二
十
五
日東

京
都
教
育
委
員
会

一

新
た
に
指
定
す
る
も
の

種

別

名
称
、
員
数
、
所
在
地
、

指
定
区
域
等

所
有
者
又
は

保
存
団
体

東
京
都
指
定
有

形
文
化
財
（
絵

画
）

絹
本
着
色
五
百
羅
漢
図

兆
溪

元
明
筆

三
十
六
幅

文
京
区
大
塚
五
丁
目
四
十
番
一

号

護
国
寺

墨
田
区
向
島
二
丁
目
三
番
五
号

す
み
だ
郷
土
文
化
資
料
館

宗
教
法
人
護

国
寺

宗
教
法
人
弘

福
寺

東
京
都
指
定
無

形
民
俗
文
化
財

（
民
俗
芸
能
）

相
模
流
里
神
楽

板
橋
区

萩
原
由
郎
社

中

つ
け
た
り

二

既
に
指
定
し
て
い
る
も
の
に
附
を
追
加
し
て
指
定
す
る
も
の

種

別

名
称
、
員
数
、
所
在
地
、

指
定
区
域
等

所
有
者

東
京
都
指
定
史

跡

日
野
宿
脇
本
陣
跡

つ
け
た
り
附

上
段
の
間

一
棟

木
造
平
屋
建

建
築
面
積
七
十
七
・
四
三
平
方

メ
ー
ト
ル

日
野
市
日
野
本
町
一
丁
目
十
五

番
十
八

有
山

董

告

示
（
消
）

◉
東
京
消
防
庁
告
示
第
２
号

東
京
都
震
災
対
策
条
例
に
基
づ
く
事
業
所
防
災
計
画
に
関
す
る
告

示
（
平
成
１３年

４
月
東
京
消
防
庁
告
示
第
２
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

令
和
６
年
３
月
２５日

東
京
消
防
庁

消
防
総
監

吉
田

義
実

第
５
項
第
１
号
中
「
一
般
ガ
ス
事
業
」
を
「
小
売
供
給
を
行
う
事

業
」
に
改
め
、
「
施
設
」
の
次
に
「
（
同
条
第
５
項
に
規
定
す
る
一

般
ガ
ス
導
管
事
業
及
び
当
該
一
般
ガ
ス
導
管
事
業
を
営
む
者
と
密
接

な
関
連
を
有
す
る
者
が
営
む
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加

え
る
。

公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
六
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

東
村
山
市
恩
多
町
三
丁
目
四
十
番

一

西
東
京
市
芝
久
保
町
四
丁
目
二

十
六
番
三
号

株
式
会
社
東
栄
住
宅

代
表
取
締
役

佐
藤

千
尋

東
久
留
米
市
南
沢
四
丁
目
千
七
百

三
十
八
番
一
及
び
同
番
四

西
東
京
市
芝
久
保
町
四
丁
目
二

十
六
番
三
号

株
式
会
社
東
栄
住
宅

代
表
取
締
役

佐
藤

千
尋

小
金
井
市
東
町
二
丁
目
二
十
四
番

一
、
二
十
五
番
一
、
同
番
二
及
び

二
十
六
番
一
か
ら
同
番
三
ま
で

中
央
区
日
本
橋
室
町
三
丁
目
二

番
一
号

三
井
不
動
産
レ
ジ
デ
ン
シ
ャ
ル

株
式
会
社

代
表
取
締
役

嘉
村

徹

小
平
市
上
水
南
町
三
丁
目
六
百
九

十
一
番
一
及
び
同
番
二
十
六

武
蔵
野
市
中
町
一
丁
目
十
五
番

五
号

株
式
会
社
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ハ
ウ

ス
支
配
人

横
川

英
樹

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
六
年
三
月
二
十
五
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業

労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
六
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

三
井
ア
ウ
ト
レ
ッ
ト
パ
ー
ク
多
摩
南
大

沢

二

店
舗
所
在
地

八
王
子
市
南
大
沢
一
丁
目
六
百
番
地



（第18027号）東 京 都 公 報令和6年3月25日（月曜日）１１
三

設
置
者
名

三
井
不
動
産
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

中
央
区
日
本
橋
室
町
二
丁
目
一
番
一
号

五

変
更
を
行
っ
た
設
置

者
名

三
井
不
動
産
株
式
会
社

六

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

菰
田

正
信

七

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

植
田

俊

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
サ
ン
エ
ー
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ

ョ
ナ
ル
ほ
か
九
十
名

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
Ｔ
Ｓ
Ｉ
ほ
か
八
十
五
名

十

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
ジ
ュ
ン
ほ
か
三
十
四
名

十
一

変
更
前
の
小
売
業

者
の
住
所

港
区
南
青
山
二
丁
目
二
番
三
号
（
株
式

会
社
ジ
ュ
ン
）
ほ
か

十
二

変
更
後
の
小
売
業

者
の
住
所

港
区
南
青
山
二
丁
目
二
十
六
番
一
号

（
株
式
会
社
ジ
ュ
ン
）
ほ
か

十
三

変
更
前
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

伊
東

知
康
（
株
式
会
社
ワ
コ
ー
ル
）

ほ
か

十
四

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

川
西

啓
介
（
株
式
会
社
ワ
コ
ー
ル
）

ほ
か

十
五

変
更
日

令
和
五
年
十
月
二
十
三
日
ほ
か

十
六

届
出
日

令
和
六
年
三
月
八
日

十
七

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
八

縦
覧
期
間

令
和
六
年
三
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
七

月
二
十
五
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
九

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

有
明
ガ
ー
デ
ン

二

店
舗
所
在
地

江
東
区
有
明
二
丁
目
一
番
八
号
ほ
か

三

設
置
者
名

住
友
不
動
産
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
四
番
一
号

五

変
更
前
の
店
舗
名

（
仮
称
）
有
明
北
３－

１
地
区
計
画
大

規
模
商
業
施
設

六

変
更
後
の
店
舗
名

有
明
ガ
ー
デ
ン

七

変
更
前
の
店
舗
所
在

地

江
東
区
有
明
二
丁
目
一
番
二
百
三
ほ
か

八

変
更
後
の
店
舗
所
在

地

江
東
区
有
明
二
丁
目
一
番
八
号
ほ
か

九

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

未
定

十

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

有
限
会
社
ワ
ン
ラ
ブ
ほ
か
八
十
五
名

十
一

変
更
日

令
和
五
年
七
月
二
十
日
ほ
か

十
二

届
出
日

令
和
六
年
三
月
八
日

十
三

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
四

縦
覧
期
間

令
和
六
年
三
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
七

月
二
十
五
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
五

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

都
市
計
画
道
路
事
業
の
施
行
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
六
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

別
表
の
と
お
り

二

施
行
者
の
名
称

東
京
都

三

事
務
所
の
所
在
地

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

四

事
業
地
の
所
在

別
表
の
と
お
り

別
表都

市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

事
業
地
の
所
在

事
業
認
可

の
告
示

所
管
事

務
所

東
京
都
市
計
画
都

市
高
速
鉄
道
事
業

西
武
鉄
道
新
宿
線

及
び
西
東
京
都
市

計
画
都
市
高
速
鉄

道
事
業
西
武
鉄
道

新
宿
線

東
京
都
杉
並
区
上
井

草
一
丁
目
、
上
井
草

二
丁
目
、
上
井
草
三

丁
目
、
井
草
四
丁
目

及
び
井
草
五
丁
目
並

び
に
練
馬
区
下
石
神

井
四
丁
目
、
上
石
神

井
一
丁
目
、
上
石
神

井
二
丁
目
、
上
石
神

井
四
丁
目
、
関
町
東

一
丁
目
、
関
町
東
二

丁
目
、
関
町
北
一
丁

目
、
関
町
北
二
丁
目
、

関
町
北
三
丁
目
及
び

関
町
北
四
丁
目
並
び

に
西
東
京
市
東
伏
見

一
丁
目
、
東
伏
見
二

丁
目
、
東
伏
見
三
丁

目
、
富
士
町
四
丁
目

及
び
富
士
町
五
丁
目

地
内

令
和
六
年

三
月
六
日

関
東
地
方

整
備
局
告

示
第
五
十

三
号

建
設
局

道
路
建

設
部
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都
市
計
画
道
路
事
業
の
施
行
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
六
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

別
表
の
と
お
り

二

施
行
者
の
名
称

東
京
都

三

事
務
所
の
所
在
地

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

四

事
業
地
の
所
在

別
表
の
と
お
り

別
表都

市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

事
業
地
の
所
在

事
業
認
可

の
告
示

所
管
事

務
所

東
京
都
市
計
画
道

路
事
業
区
画
街
路

都
市
高
速
鉄
道
西

武
鉄
道
新
宿
線
付

属
街
路
第
一
号
線

東
京
都
杉
並
区
井
草

五
丁
目
地
内

令
和
六
年

三
月
六
日

関
東
地
方

整
備
局
告

示
第
五
十

四
号

建
設
局

道
路
建

設
部

東
京
都
市
計
画
道

路
事
業
区
画
街
路

都
市
高
速
鉄
道
西

武
鉄
道
新
宿
線
付

属
街
路
第
二
号
線

東
京
都
杉
並
区
上
井

草
二
丁
目
及
び
井
草

五
丁
目
地
内

令
和
六
年

三
月
六
日

関
東
地
方

整
備
局
告

示
第
五
十

五
号

建
設
局

道
路
建

設
部

東
京
都
市
計
画
道

路
事
業
区
画
街
路

都
市
高
速
鉄
道
西

武
鉄
道
新
宿
線
付

属
街
路
第
三
号
線

東
京
都
杉
並
区
上
井

草
二
丁
目
及
び
井
草

五
丁
目
地
内

令
和
六
年

三
月
六
日

関
東
地
方

整
備
局
告

示
第
五
十

六
号

建
設
局

道
路
建

設
部

東
京
都
市
計
画
道

路
事
業
区
画
街
路

都
市
高
速
鉄
道
西

東
京
都
杉
並
区
井
草

五
丁
目
地
内

令
和
六
年

三
月
六
日

関
東
地
方

建
設
局

道
路
建

設
部

武
鉄
道
新
宿
線
付

属
街
路
第
四
号
線

整
備
局
告

示
第
五
十

七
号

東
京
都
市
計
画
道

路
事
業
区
画
街
路

都
市
高
速
鉄
道
西

武
鉄
道
新
宿
線
付

属
街
路
第
五
号
線

東
京
都
練
馬
区
下
石

神
井
四
丁
目
地
内

令
和
六
年

三
月
六
日

関
東
地
方

整
備
局
告

示
第
五
十

八
号

建
設
局

道
路
建

設
部

東
京
都
市
計
画
道

路
事
業
区
画
街
路

都
市
高
速
鉄
道
西

武
鉄
道
新
宿
線
付

属
街
路
第
六
号
線

東
京
都
練
馬
区
上
石

神
井
一
丁
目
及
び
上

石
神
井
二
丁
目
地
内

令
和
六
年

三
月
六
日

関
東
地
方

整
備
局
告

示
第
五
十

九
号

建
設
局

道
路
建

設
部

東
京
都
市
計
画
道

路
事
業
区
画
街
路

都
市
高
速
鉄
道
西

武
鉄
道
新
宿
線
付

属
街
路
第
七
号
線

東
京
都
練
馬
区
上
石

神
井
四
丁
目
、
関
町

東
一
丁
目
及
び
関
町

東
二
丁
目
地
内

令
和
六
年

三
月
六
日

関
東
地
方

整
備
局
告

示
第
六
十

号

建
設
局

道
路
建

設
部

東
京
都
市
計
画
道

路
事
業
区
画
街
路

都
市
高
速
鉄
道
西

武
鉄
道
新
宿
線
付

属
街
路
第
八
号
線

東
京
都
練
馬
区
関
町

東
一
丁
目
、
関
町
東

二
丁
目
、
関
町
北
一

丁
目
及
び
関
町
北
四

丁
目
地
内

令
和
六
年

三
月
六
日

関
東
地
方

整
備
局
告

示
第
六
十

一
号

建
設
局

道
路
建

設
部

東
京
都
市
計
画
道

路
事
業
区
画
街
路

都
市
高
速
鉄
道
西

武
鉄
道
新
宿
線
付

属
街
路
第
九
号
線

東
京
都
練
馬
区
関
町

北
三
丁
目
及
び
関
町

北
四
丁
目
地
内

令
和
六
年

三
月
六
日

関
東
地
方

整
備
局
告

示
第
六
十

二
号

建
設
局

道
路
建

設
部

西
東
京
都
市
計
画

道
路
事
業
区
画
街

路
都
市
高
速
鉄
道

西
武
鉄
道
新
宿
線

付
属
街
路
第
一
号

東
京
都
西
東
京
市
東

伏
見
三
丁
目
及
び
富

士
町
四
丁
目
地
内

令
和
六
年

三
月
六
日

関
東
地
方

整
備
局
告

示
第
六
十

建
設
局

道
路
建

設
部

線

三
号

西
東
京
都
市
計
画

道
路
事
業
区
画
街

路
都
市
高
速
鉄
道

西
武
鉄
道
新
宿
線

付
属
街
路
第
二
号

線

東
京
都
西
東
京
市
富

士
町
四
丁
目
及
び
東

伏
見
三
丁
目
地
内

令
和
六
年

三
月
六
日

関
東
地
方

整
備
局
告

示
第
六
十

四
号

建
設
局

道
路
建

設
部

西
東
京
都
市
計
画

道
路
事
業
区
画
街

路
都
市
高
速
鉄
道

西
武
鉄
道
新
宿
線

付
属
街
路
第
七
号

線

東
京
都
西
東
京
市
東

伏
見
一
丁
目
及
び
富

士
町
六
丁
目
地
内

令
和
六
年

三
月
六
日

関
東
地
方

整
備
局
告

示
第
六
十

五
号

建
設
局

道
路
建

設
部

都
市
計
画
道
路
事
業
の
施
行
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
六
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

別
表
の
と
お
り

二

施
行
者
の
名
称

東
京
都

三

事
務
所
の
所
在
地

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

四

事
業
地
の
所
在

別
表
の
と
お
り

別
表都

市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

事
業
地
の
所
在

事
業
認
可

の
告
示

所
管
事

務
所

東
京
都
市
計
画
道

路
事
業
補
助
線
街

路
第
二
百
二
十
九

号
線

東
京
都
練
馬
区
下
石

神
井
四
丁
目
、
上
石

神
井
一
丁
目
及
び
上

石
神
井
南
町
地
内

令
和
六
年

三
月
六
日

関
東
地
方

整
備
局
告

示
第
六
十

六
号

第
四
建

設
事
務

所
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労
働
委
員
会
規
則
に
基
づ
く
公
示
に
よ
る
交
付

労
働
委
員
会
規
則
（
昭
和
２４年

中
央
労
働
委
員
会
規
則
第
１
号
）

第
４９条

第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
公
示

に
よ
る
交
付
を
行
う
。

な
お
、
交
付
す
べ
き
書
類
は
、
東
京
都
労
働
委
員
会
事
務
局
審
査

調
整
課
に
保
管
し
、
交
付
を
受
け
る
べ
き
者
に
い
つ
で
も
交
付
す
る
。

受
領
し
な
い
と
き
は
、
令
和
６
年
４
月
８
日
の
終
了
を
も
っ
て
書
類

の
交
付
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

令
和
６
年
３
月
２５日

東
京
都
労
働
委
員
会

会
長

金
井

康
雄

記

１
事
件
名

⑴
都
労
委
平
成
８
年
不
第
３１号

不
当
労
働
行
為
救
済
申
立
事
件

（
東
京
都
（
清
掃
局
）
事
件
）

⑵
都
労
委
平
成
８
年
不
第
４１号

不
当
労
働
行
為
救
済
申
立
事
件

（
練
馬
区
事
件
）

⑶
都
労
委
平
成
８
年
不
第
３７号

、
９
年
不
第
３０号

、
１０年

不
第

３４号
、
１１年

不
第
４０号

不
当
労
働
行
為
救
済
申
立
事
件
（
東
京

都
（
清
掃
局
）
事
件
）
、
都
労
委
平
成
１２年

不
第
５１号

不
当
労

働
行
為
救
済
申
立
事
件
（
東
京
都
（
環
境
局
）
事
件
）
、
都
労

委
平
成
１３年

不
第
４６号

、
１４年

不
第
４５号

不
当
労
働
行
為
救
済

申
立
事
件
（
荒
川
区
事
件
）

⑷
都
労
委
平
成
１０年

不
第
３９号

、
１１年

不
第
４５号

、
１２年

不
第

５６号
不
当
労
働
行
為
救
済
申
立
事
件
（
渋
谷
区
事
件
）

⑸
都
労
委
平
成
８
年
不
第
３４号

、
１１年

不
第
４２号

不
当
労
働
行

為
救
済
申
立
事
件
（
東
京
都
（
清
掃
局
）
事
件
）
、
１２年

不
第

５３号
不
当
労
働
行
為
救
済
申
立
事
件
（
東
京
都
（
環
境
局
）
事

件
）

２
交
付
す
べ
き
書
類

１
⑴
な
い
し
⑸
の
事
件
に
関
す
る
決
定
書

３
交
付
を
受
け
る
べ
き
者

１
⑴
の
事
件

申
立
時
の
所
在
地

立
川
市
砂
川
町
六
丁
目
３７番

地
の
８

申
立
人

堀
田

義
博

１
⑵
の
事
件

申
立
時
の
所
在
地

練
馬
区
北
町
八
丁
目
３７番

２０号

申
立
人

春
日

茂
生

１
⑶
の
事
件

申
立
時
の
所
在
地

埼
玉
県
三
郷
市
番
匠
免
一
丁
目
１０７番

地

申
立
人

深
谷

幸
孝

１
⑷
の
事
件

申
立
時
の
所
在
地

狛
江
市
西
和
泉
二
丁
目
１２番

１０４号

申
立
人

小
林

丞

１
⑸
の
事
件

申
立
時
の
所
在
地

千
葉
県
松
戸
市
小
山
６８４番

地

申
立
人

大
久
保

三
郎
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